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介護保険法施行法の一部を改正する法律の施行について

介護保険法施行法の一部を改正する法律 (平成 22年 法律第 16号 )が 本日公布、施

行されたところであるが、その改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、

御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、そ

の運用に遺憾のないようにされたい。

記

1 改 正の趣旨

介護保険法の施行の日前に市町村の措置により特別養護老人ホームに入所した

要介護被保険者の方に対して講じられている利用料、居住費及び食費の負担軽減措

置は、平成22年 3月 31日限りで失効することとなっているが、本軽減措置の対象

となる方が依然として多肇にのぼることから、本軽減措置の終了によつて、これら

の方の施設利用の継続が困難となることのないよう、本軽減措置を延長するもので

ある。

2 改 正の内容

介護保険法の施行の日前に市町村の措置により特別養護老人ホームに入所した

要介護被保険者の方に対して講じられている利用料、居住費及び食費の負担軽減措

置について、有効期限を当分の間延長することとしたこと。

3 施 行期日

施行期日は公布の日 (平成 22年 3月 31日 )か らであること。


